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○
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
五
十
二
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
五
十
七
条
第
五
号
の
表
の
規
定
に
基
づ
き
、

同
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
甲
の
項
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
乙
の
項
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅴ
類
の
項
及
び
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅶ
類
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
並
び
に
同
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
乙
の
項
の
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
施
設
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
五
十
七
条
第
五
号
の
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
甲
の
項

及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
乙
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
単
一
の
骨
格
材
と
し
て
柱
及
び
は
り
に
使

用
さ
れ
て
い
る
鋼
材
又
は
ア
ル
ミ
材
の
断
面
係
数
が
、
い
ず
れ
も
一
・
三
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

２

規
則
第
百
五
十
七
条
第
五
号
の
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅳ
類
乙
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
施
設
は
、
耐
風
速
五

十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
（
過
去
の
最
大
瞬
間
風
速
が
五
十
メ
ー
ト
ル
毎
秒
未
満
の
地
域
に
お
い
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
過
去
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の
最
大
瞬
間
風
速
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
又
は
耐
雪
荷
重
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
強
度
を
有

す
る
施
設
と
す
る
。

３

規
則
第
百
五
十
七
条
第
五
号
の
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅴ
類
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
耐
風
速
五
十

メ
ー
ト
ル
毎
秒
以
上
又
は
耐
雪
荷
重
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
強
度
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
被
覆
材
が

ビ
ス
で
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

４

規
則
第
百
五
十
七
条
第
五
号
の
表
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
Ⅶ
類
の
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
骨
格
の
主
要

部
分
の
う
ち
隅
柱
、
周
囲
柱
及
び
中
つ
り
柱
が
鋼
線
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


